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本
冊
子
は
、
筆
者
が
古
代
史
セ
ミ
ナ
ー
を
実

施
し
て
い
る
中
で
、
講
義
録
を
製
本
化
し
た
も
の

で
す
。 

熊
野
は
三
つ
の
大
社
で
あ
る「
速
玉
大
社
」、「
那

智
大
社
」、「
本
宮
大
社
」
を
有
し
、
総
称
し
て

「
熊
野
権
現
」
と
い
う
。
記
紀
の
祖
神
を
思
わ
せ

る
神
々
と
修
験
道
や
仏
教
を
混
合
し
、
神
仏
習

合
を
体
現
化
し
た
霊
域
で
あ
る
。
熊
野
権
現
と

熊
野
三
大
社
の
縁
起
を
記
紀
を
踏
ま
え
て
解
き

明
か
し
て
い
き
ま
す
。 
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は
じ
め
に 

本
冊
子
は
、
筆
者
が
古
代
史
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
て
い
る
中
で
、
講
義
録
を
製
本
化
し
た
も
の
で
す
。 

 
筆
者
は
、
以
前IT

メ
ー
カ
ー
のSE

や
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
専
門
で
し
た
。
十
年
ほ
ど
前
か
ら
大
学
で
の
講
義
を
き
っ
か
け
に
古
代
の

文
化
や
歴
史
に
興
味
が
湧
き
、
古
代
史
の
テ
キ
ス
ト
を
作
り
講
義
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

元
々
、
素
人
が
古
代
史
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
キ
ス
ト
を
作
る
訳
で
す
か
ら
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
（以
降
は「
記
紀
」と
い
う
）が
読
め
な
か

っ
た
り
、
古
代
史
は
良
く
分
か
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
初
心
者
の
方
々
が
持
た
れ
る
感
覚
が
同
様
に
疑
問
に
な
り
ま
し
た
。 

当
該
古
代
史
セ
ミ
ナ
ー
が
以
外
に
人
気
が
あ
る
の
は
、
素
人
の
視
点
で
不
明
点
を
解
説
す
る
こ
と
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
、
体
系
化
さ
れ
て
い
て
分
か
り
易
い
と
お
褒
め
を
い
た
だ
き
ま
す
が
、
元SE

と
し
て
シ
ス
テ
ム
設
計
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で

体
系
化
す
る
こ
と
が
性
癖
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
寄
与
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

古
代
史
シ
リ
ー
ズ
５ 

「
日
本
の
神
社
と
神
々
」の
第
一
部「
熊
野
信
仰
の
神
々
」で
は
、
熊
野
は
三
つ
の
大
社
で
あ
る「
速
玉
大
社
」、

「
那
智
大
社
」
、「
本
宮
大
社
」を
有
し
、
総
称
し
て「
熊
野
権
現
」と
い
う
。
記
紀
の
祖
神
を
思
わ
せ
る
神
々
と
修
験
道
や
仏
教
を
混
合

し
、
神
仏
習
合
を
体
現
化
し
た
霊
域
で
あ
る
。
熊
野
権
現
と
熊
野
三
大
社
の
縁
起
を
記
紀
を
踏
ま
え
て
解
き
明
か
し
て
い
き
ま
す
。 

本
冊
子
は
、
記
紀
を
読
み
解
く
た
め
に
、
参
考
図
書
を
主
体
的
に
活
用
し
記
紀
で
裏
付
け
を
す
る
形
で
進
み
ま
す
。
図
柄
は
ウ
キ
ペ
デ
ィ
ア

か
ら
か
な
り
引
用
し
て
い
ま
す
。
活
用
し
ま
し
た
主
要
参
考
図
書
は
次
の
通
り
で
す
。 

 

＋
「
な
ぜ
八
幡
神
社
が
日
本
で
一
番
多
い
の
か
」 

島
田
裕
巳
著
（幻
冬
舎
） 

＋
「
熊
野
大
神
」
加
藤
隆
久
監
修
（戎
光
祥
出
版
） 

＋
「
徐
福
伝
説
を
探
る
」日
中
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（小
学
館
） 

＋「
日
本
書
紀
」 

（宇
治
谷 

孟
著
、
講
談
社
） 

＋
「
古
事
記
」 

（
竹
田
恒
泰
著
、
学
研
） 

＋
「
日
本
史
図
録
」（
山
川
出
版
社
） 

な
ど 

本
冊
子
の
古
代
史
シ
リ
ー
ズ
５ 

「
神
社
と
神
々
」の
第
一
部「「
熊
野
信
仰
の
神
々
」の
全
体
構
成
は
次
の
目
次
に
上
げ
て
お
き
ま
す
。 
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古
代
史
シ
リ
ー
ズ
５ 

「
神
社
と
神
々
」の
第
一
部「
熊
野
信
仰
の
神
々
」の
目
次 

 
第
一
章 

「
熊
野
権
現
と
神
々
」  ......................................................................... 

４ 
熊
野
信
仰
の
熊
野
も
う
で
の
由
来
と
熊
野
三
山
の
熊
野
権
現
の
神
々
の
全
体
観
を
捉
え
る
。 

 第
二
章 

「
熊
野
信
仰
の
礎
」  .......................................................................... 

２
０ 

熊
野
信
仰
の
修
験
道
、
信
仰
者
、
そ
し
て
熊
野
神
の
垂
迹
縁
起
を
た
ど
る
。 

 第
三
章 

「
熊
野
速
玉
大
社
の
神
々
と
由
来
」  .................................................... 

３
１ 

熊
野
三
山
の
神
々
の
基
礎
に
あ
る
熊
野
速
玉
大
社
の
神
々
と
そ
の
由
来
を
把
握
す
る
。  

 第
四
章 

「
熊
野
那
智
大
社
の
神
々
と
由
来
」 ...................................................... 

４
２ 

熊
野
修
験
道
の
根
幹
に
あ
る
死
霊
の
山「
熊
野
速
玉
大
社
の
神
々
」。
神
や
浄
土
を
見
た
滝
行
、 

補
陀
洛
浄
土
信
仰
を
捉
え
る
。 

 第
五
章 

「
熊
野
本
宮
の
神
々
と
由
来
」 ............................................................. 

５
３ 

熊
野
信
仰
の
中
核
に
あ
る
神
仏
習
合
実
践
の
熊
野
本
宮
の
神
々
と
記
紀
と
の
整
合
性
を
読
む
。 

お
わ
り
に .................................................................................................... 

６
５ 
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第
一
章 

「
熊
野
権
現
の
神
々
」の
目
次 

◎ 

 
第
一
話 

神
社
の
一
般
知
識 ..................................................... 

５ 

  第
二
話 

熊
野
詣
の
由
来 ..................................................... 

１
０ 

 

第
三
話 

熊
野
権
現  ......................................................... 

１
３ 

 

コ
ラ
ム
：「
神
代
七
代
と
別
天
神
」  ............................................ 

１
８ 
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第
一
話 

神
社
の
一
般
知
識 

  

『
日
本
の
古
代
史
と
そ
の
文
化
』
セ
ミ
ナ
ー
の
シ
リ
ー
ズ
５
の「
日
本
の
神
社
と
神
々
」で
は
神
社
の
観
点
か
ら
記
紀
の
神
々
を
捉
え
て
い
き
ま

す
。
ま
ず
最
初
に
、
日
本
の
神
社
に
ま
つ
わ
る
一
般
的
な
知
識
を
整
理
し
ま
し
た
。
日
本
に
は
ど
の
く
ら
い
の
数
の
神
社
が
あ
る
の
か
を
平
成

二
年
か
ら
七
年
に
行
わ
れ
た「
全
国
神
社
祭
祀
祭
礼
総
合
調
査
」（神
社
本
庁
：宗
教
法
人
）か
ら
み
る
と
、
神
社
総
数
は
七
万
九
三
五
五
社

で
す
。 

 

神
社
は
そ
の
神
の
信
仰
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
神
の
信
仰
別
に
神
社
の
数
の
順
位
付
け
を
し
ま
す
と
、
第
一
位
は
八
幡
神
への「
八
幡
信
仰
」を

も
つ
八
幡
神
社
・
八
幡
宮
・若
宮
神
社
な
ど
の
八
幡
信
仰
の
神
社
で
七
、
八
一
七
社
。
祭
神
は
十
五
代
応
神
天
皇
（誉
田
別
尊
：
ホ
ム
タ
ワ
ケ
ノ

ミ
コ
ト
）と
言
わ
れ
る
戦
の
神
で
、
総
本
山
は
宇
佐
大
社
で
あ
る
。
第
二
位
は
天
照
大
御
神
を
祭
神
と
す
る
伊
勢
信
仰
の
神
社
で
、
そ
の
神
社

に
は
神
明
社
、
神
明
宮
、
皇
大
神
社
、
伊
勢
神
宮
な
ど
が
あ
る
。
第
三
位
は
菅
原
道
真
公
を
祭
神
と
す
る
天
神
信
仰
の
神
社
で
天
満
宮
、
天

神
社
、
北
野
神
社
な
ど
が
あ
る
。
第
四
位
は
伊
呂
具
秦
公
（い
ろ
ぐ
は
た
の
き
み
）に
よ
り
創
祀
さ
れ
た
稲
荷
信
仰
（稲
荷
神
社
、
宇
賀
神
社
、

稲
荷
社
な
ど
）
、
第
五
位
が
熊
野
三
山
の
熊
野
信
仰
（熊
野
神
社
、
王
子
神
社
、
十
二
所
神
社
、
若
一
王
子
神
社
な
ど
）が
あ
る
。
以
下
十
位

ま
で
あ
げ
る
と
、
第
六
位
は
諏
訪
信
仰
（諏
訪
神
社
、
諏
訪
社
、
南
方
神
社
な
ど
）、
第
七
位
は
祇
園
信
仰
（八
坂
神
社
、
須
賀
神
社
、
八
雲

神
社
、
津
島
神
社
、
須
佐
神
社
な
ど
）、
第
八
位
は
白
山
信
仰
（白
山
神
社
、
白
山
社
、
白
山
比
咩
（
ひ
め
）
神
社
、
白
山
姫
神
社
な
ど
）、
第

九
位
は
日
吉
信
仰
（日
吉
神
社
、
日
枝
神
社
、
山
王
社
な
ど
）、 

第
十
位
が
山
神
信
仰
（山
神
社
な
ど
）と
な
る
。
記
紀
に
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
る
大
国
主
命
を
祭
神
と
す
る
出
雲
大
社
の
大
国
主
信
仰
が
三
百
社
と
極
端
に
少
な
い
。
国
譲
り
の
後
、
天
照
大
神
の
世
に
な
っ
て
以
降

は
信
仰
の
拡
大
が
抑
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

◆
神
社
の
制
度 

 

神
社
制
度
は
、「
延
喜
式
（
え
ん
ぎ
し
き
）」が
基
本
に
あ
る
。
延
喜
式
と
は
平
安
中
期
の
律
令
で
格
式
を
定
め
た
施
行
細
則
で
あ
り
、
全
五

〇
巻
。
九
〇
五
年
（延
喜
五
）、
藤
原
時
平
ら
が
醍
醐
天
皇
の
命
に
よ
り
編
纂
を
始
め
時
平
の
死
後
、
摂
政
藤
原
忠
平
ら
に
よ
り
九
二
七
年

完
成
し
、
九
六
七
年
に
施
行
さ
れ
た
。
神
社
の
格
式
は『
延
喜
式
』
の
巻
九
・十
の「
延
喜
式
神
名
（
じ
ん
み
ょ
う
）帳
」に
ま
と
め
ら
れ
、
当
時

「
官
社
」に
指
定
さ
れ
て
い
た
全
国
の
神
社
一
覧
で
あ
る
。 

 

神
社
の
格
式
は
延
喜
式
神
名
帳
に
記
載
さ
れ
た
神
社
は「
式
内
社
」と
言
わ
れ
、
官
社
に
な
る
。
伊
勢
神
宮
の
も
と
に
式
内
社
（し
き
な
い
し

ゃ
）
は
官
幣
社
（か
ん
ぺ
い
し
ゃ
）五
七
三
社
と
国
弊
社
（こ
く
へい
し
ゃ
）二
二
八
八
社
に
分
け
ら
れ
、
官
幣
社
は
中
央
の
神
祇
官
の
管
轄
で
あ

り
、
国
弊
社
は
そ
の
神
社
が
鎮
座
す
る
国
の
国
司
（地
方
）の
管
轄
と
し
た
。
そ
の
官
幣
社
と
国
弊
社
は
さ
ら
に
官
幣
大
社
・小
社
と
国
弊
大
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社
・小
社
に
格
付
け

さ
れ
た
。
大
社
と

小
社
の
違
い
は
、
幣

帛
（へい
は
く
）が
案

（神
事
用
の
台
）の

上
に
備
え
ら
れ
る

か
、
下
に
備
え
ら
れ

る
か
に
あ
っ
た
。 

  

参
照
資
料1-

1,1
-2

を
使
っ
て
ま

と
め
ま
し
ょ
う
。
神

社
の
社
名
（社
号
）

は
大
神
宮
を
筆
頭

に
格
式
が
設
け
ら

れ
た
。 

「
大
神
宮
」と
は
、
伊
勢
神
宮
（皇
大
神
宮
）を
表
す
。 

「
神
宮
」は
、
皇
室
の
祖
神
や
歴
代
天
皇
、
皇
室
と
縁
の
深
い
神
を
祭
神
と
す
る
神
社
で
、
鹿
島
神
宮
、
平
安
神
宮
な
ど
が
あ
る
。 

「
宮
」は
、
天
皇
の
嫡
男
系
の
皇
孫
を
祭
神
と
す
る
神
社
（筥
崎
宮
、
香
椎
宮
な
ど
）で
あ
る
が
、
日
光
東
照
宮
の
様
な
例
外
も
あ
る
。 

「
大
社
」は
、
延
喜
式
の
制
定
前
ま
で
は
出
雲
大
社
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
稲
荷
神
社
の
様
に
特
定
の
神
を
祭
神
と
し
た
神
社
グ
ル
ー
プ
の「
本
社
」

を
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。 

「
名
神
大
社
」は
、
日
本
の
律
令
制
下
に
お
い
て
、
名
神
祭
（み
ょ
う
じ
ん
さ
い
）の
対
象
と
な
る
神
々
（名
神
）を
祀
る
神
社
で
、
そ
の
全
て
が
大

社
（
官
幣
大
社
・
国
幣
大
社
）に
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら「
名
神
大
社
」と
呼
ば
れ
る
。
名
神
祭
は
国
家
的
事
変
が
起
こ
り
、
ま
た
は
そ
の
発
生
が

予
想
さ
れ
る
際
に
、
そ
の
解
決
を
祈
願
す
る
た
め
の
臨
時
の
国
家
祭
祀
で
あ
る
。 

「
神
社
」は
、
一
般
的
な
社
号
で
且
つ
神
社
の
総
称
で
あ
る
。「
社
（や
し
ろ
）」は
、
規
模
の
比
較
的
小
さ
な
神
社
で
あ
る
。
次
に
、
神
社
の
構
成

要
素
を
見
て
い
き
ま
す
。
神
社
に
行
く
と
摂
社
（せ
っ
し
ゃ
）や
末
社
（ま
っ
し
ゃ
）と
い
う
社
が
あ
る
の
に
気
づ
く
。
神
社
に
は
、
そ
の
神
社
の
大

参照資料1-1：神社の格式

出典：「神社に秘められた日本史の謎」（洋泉社MOOK）

伊
勢
神
宮

官幣大社
（198所）

「延喜式神名帳」にて成立（927年）

官幣小社
（375所）

国幣大社
（155所）

国幣小社
（2133所）

式外社
（延喜式に記載のない、そのほかの神社）

式
内
社
2

8

6

1

社

官
幣
社
5

7

3

社

神
祇
官
（
中
央
）

の
管
轄

国
幣
社
2

2

8

8

社

そ
の
神
社
が
鎮
座
す
る
国

の
告
示
（
地
方
）
の
管
轄

注：大社と小社の違いは、幣帛が案（神事用の台）の上に備えられるか、下に備えられるかにあった。

参照資料1-2：神社の社名

出典：「神社に秘められた日本史の謎」（洋泉社MOOK）

社号 意味

大神宮 伊勢神宮（皇大神宮）を表す。

神宮
皇室の祖神や歴代天皇、皇室と縁の深い神
を祭神とする神社。鹿島神宮、平安神宮な
ど。

宮
嫡男系の皇孫を祭神とする神社（筥崎宮、
香椎宮）。東照宮の様な例外も多数ある。

大社
戦前までは出雲大社だけであったが、稲荷
神社の様に特定の神を祭神とした神社グ
ループの「本社」を言うようになった。

名神
大社

日本の律令制下において、名神祭＊の対象
となる神々（名神）を祀る神社。その全て
が大社（官幣大社・国幣大社）に列してい
ることから「名神大社」と呼ばれる。
（注）名神祭（みょうじんさい）は国家的事変が起こ
り、またはその発生が予想される際に、その解決を
祈願するための臨時の国家祭祀である

神社 一般的な社号で且つ神社の総称。

社 規模の比較的小さな神社。
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元
を
な
し
、
中
心
と
な
る
祭
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
社
を「
本
社
（ほ
ん
し
ゃ
）」と
い
い
ま
す
。
本
社
に
は
そ
の
祭
神
の
関
り
に
よ
っ
て
摂
社
や
末

社
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
格
式
が
高
い
順
に
説
明
し
ま
す
。 

「
摂
社
」と
は
、
祭
神
と
縁
の
深
い
神
を
祀
っ
た
社
で
、
摂
社
の
方
が
末
社
よ
り
社
格
が
高
い
。
そ
の
配
置
場
所
は
本
社
の
境
内
に
祀
っ
た
境
内

社
と
境
外
に
祀
っ
た
境
外
社
（け
い
が
い
し
ゃ
）が
あ
る
。
明
治
か
ら
戦
前
ま
で
の
注

近
代
社
格
制
度
で
は
、
官
・国
幣
社
の
摂
社
は
以
下
の
い

ず
れ
か
を
満
た
す
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
は
末
社
と
さ
れ
ま
し
た
。
（
注
）
延
喜
式
を
明
治
に
な
っ
て
再
整
理
し
た
制
度
で
あ
る
。 

＋
本
社
の
祭
神
の
后
神
・
御
子
神
等
、
系
譜
的
に
連
な
る
神
を
祀
る
神
社 

＋
本
社
の
祭
神
の
荒
魂
（
あ
ら
み
た
ま
）を
祀
る
神
社 

＋
本
社
の
地
主
神
（
祭
神
が
現
在
地
に
遷
座
す
る
前
に
当
地
に
祀
ら
れ
て
い
た
神
）を
祀
る
神
社 

そ
の
他
、
特
別
の
由
諸
が
あ
る
神
社 

「
末
社
」は
、
祭
神
と
縁
の
深
い
神
以
外
の
も
の
を
祀
っ
た
社
で
す
。
出
雲
大
社
を
例
に
と
る
と
、
祭
神
は
大
国
主
命
、
そ
の
祖
神
の
素
戔
嗚

尊
や
后
の
須
勢
理
毘
賣
命
（ス
セ
リ
ビ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
）
は
摂
社
に
祀
ら
れ
、
出
雲
の
神
在
月
（か
み
あ
り
づ
き
）に
集
ま
る
八
百
万
（や
お
よ
ろ

ず
）
の
神
は
末
社
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、 

 

「
別
社
（
べ
っ
し
ゃ
）
、
別
宮
（べ
つ
ぐ
う
）」は
、
本
社
と
祭
神
は
同
じ
で
別
の
場
所
に
設
け
ら
れ
た
神
社
で
す
。
例
え
ば
、
伏
見
稲
荷
神
社
の
別

社
に
東
京
の
笠
間
稲
荷
神
社
が
あ
り
ま
す
。 

 

「
分
社
（
ぶ
ん
し
ゃ
）」
は
、
本
社
の
祭
神
を
分
霊
し
て
祀
っ
た
神
社
で
す
。
必
ず
し
も
本
社
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
独
立
し
て
い
る
場
合

が
多
い
。
全
国
の
神
社
の
中
で
最
も
分
社
が
多
い
の
は
稲
荷
社
で
、
約
三
万
二
千
社
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
八
幡
社
、
神
明
社
、
天
神
な
ど
の
分

社
が
多
い
。
別
場
所
に
な
る
場
合
、
勧
請
（
か
ん
じ
ょ
う
）に
よ
っ
て
祭
神
の
霊
を
迎
え
ま
す
。
勧
請
と
は
神
仏
の
分
霊
を
請(

し
ょ
う)

じ
迎
え
る

こ
と
を
い
い
ま
す
。 

 

「
鎮
守
社
」
は
、
土
地
に
根
ざ
し
て
そ
の
場
所
を
守
る
神
（産
土
神
：ウ
ブ
ス
ナ
カ
ミ
）を
祀
る
社
を
い
い
ま
す
。
神
仏
習
合
の
結
果
、
寺
の
鎮
守

の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
神
社
や
中
世
後
期
以
降
、
鎮
守
の
神
を
祀
ま
つ
る
神
社
一
般
を
さ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
童
謡
に
あ
る「
森
の
鎮

守
」
で
す
。
特
定
の
建
造
物
や
一
定
区
域
の
土
地
を
守
護
す
る
た
め
に
祀
ら
れ
た
神
で
す
か
ら
、
村
ご
と
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。 

以
上
の
よ
う
な
神
社
に
お
勤
め
さ
れ
る
神
職
の
格
式
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 
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神
社
に
務
め
ら
れ
て
い
る
神
職
も
格
式
に
よ
っ
て
職
階
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（参
照
資
料1-3

）。
よ
く「
神
主
（
か
ん
ぬ
し
）」と
い
う
言
葉

を
聞
き
ま
す
が
、
神
主
は
神
職
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
主
と
は
、
神
職
で
は
な
く
、
神
事
や
祭
事
を
主
宰
す
る
人
を
言
い
ま
す
。
仏
教
で
の
喪

主
や
施
主
に
当
た
り
ま
す
。「
巫
女
」も
必
ず
神
社
に
は
い
ま
す
が
神
職
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
巫
覡
（ふ
げ
き
）」と
い
い
、
神
職
を
補
佐
す
る

役
割
で
す
。
女
性
は「
巫
（
ふ
）」で
巫
女
を
指
し
、
男
性
の
場
合
は「
覡
（げ
き
）」と
い
い
ま
す
。
古
来
よ
り
巫
女
は
神
楽
を
舞
っ
た
り
、
祈
祷
を

し
た
り
、
占
い
を
し
た
り
、
神
託
を
得
て
他
の
者
に
伝
え
た
り
（口
寄
せ
）な
ど
を
す
る
役
割
で
し
た
。
神
職
の
職
階
の
基
本
は
宮
司
、
権
宮
司

（
ご
ん
ぐ
う
じ
）
、
禰
宜
（ね
ぎ
）、
権
禰
宜
の
四
階
層
で
す
。
宮
司
は
、
神
職
・社
員
を
ま
と
め
、
一
社
一
名
で
す
。
会
社
で
い
う
社
長
に
当
た

り
ま
す
。
権
宮
司
は
、
宮
司
の
代
理
で
、
会
社
で
い
う
副
社
長
に
相
当
し
ま

す
。
禰
宜
は
、
古
来
は「
祈
祷
を
行
う
者
」の
意
で
す
。
宮
司
を
補
佐
し
権

禰
宜
以
下
を
ま
と
め
る
。
会
社
で
い
う
常
務
か
ら
課
長
あ
た
り
で
す
が
、
神

社
の
中
核
の
業
務
で
あ
る
祈
祷
を
行
う
こ
と
か
ら
重
要
な
位
置
付
け
に
あ

り
ま
す
。
権
禰
宜
は
、
宮
司
以
下
の
指
示
を
受
け
、
社
務
に
従
事
し
、
会
社

で
い
う
主
任
か
ら
社
員
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
職
階
は
神
社
の
規
模
に
よ
っ

て
、「
権
」に
副
を
付
け
て「
副
権
・・」の
よ
う
に
階
層
が
増
え
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
神
社
は
中
央
政
府
が
神
社
行
政
を
統
括
す
る
こ
と
で
、
全
国
支

配
の
ツ
ー
ル
で
し
た
。
し
か
し
、
平
安
時
代
も
十
一
世
紀
こ
ろ
に
な
る
と
、

律
令
制
自
身
に
ほ
こ
ろ
び
が
出
て
統
制
が
で
き
に
く
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
朝
廷
は「
二
十
二
社
・一
之
宮
制
」を
造
り
、
求
心
力
を
高
め
よ
う
と
し

ま
す
。 

こ
の
制
度
は
、
中
央
の
鎮
守
と
地
方
の
統
制
強
化
が
目
的
で
、
式
内
社
を

含
め
社
格
の
再
編
を
図
り
ま
し
た
。
中
央
で
は
二
十
二
社
制
を
引
き
、
朝

廷
か
ら
特
別
な
崇
敬
を
受
け
た
有
力
神
社
を
指
定
し
、
朝
廷
を
鎮
守
す
る
と
い
う
意
味
で「
皇
城
鎮
守
（こ
う
じ
ょ
う
ち
ん
じ
ゅ
）」と
も
呼
ば

れ
、
祭
祀
（さ
い
し
）
は
朝
廷
直
轄
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
上
七
社
、
中
七
社
、
下
八
社
に
格
付
け
し
た
。
最
も
格
式
の
高
い
上
七
社
に
は
、
神
宮

（
伊
勢
神
宮
）
、
石
清
水
八
幡
宮
、
賀
茂
別
雷
神
社
（上
賀
茂
神
社
）・賀
茂
御
祖
神
社
（下
鴨
神
社
）、
松
尾
大
社
、
平
野
神
社
、
伏
見
稲
荷

大
社
、
春
日
大
社
を
置
き
、
中
七
社
に
は
大
神
神
社
、
石
上
神
社
、
住
吉
大
社
な
ど
を
指
定
し
、
下
八
社
は
、
日
吉
大
社
、
八
坂
神
社
、
北

野
天
満
宮
な
ど
を
中
央
政
府
鎮
守
と
し
て
格
付
け
し
ま
し
た
。 

 

一
方
、
地
方
は
一
之
宮
制
を
敷
き
ま
し
た
。
最
上
位
格
に
総
社
（そ
う
じ
ゃ
）を
置
き
、
一
宮
（い
ち
の
み
や
）、
二
宮
、
三
宮
に
格
付
け
分
類

出典：「神社に秘められた日本史の謎」（洋泉社MOOK）

参照資料1-3：神職の職階

宮司
神職・社員をまとめる。
一社一名。
会社でいう社長。

権宮司
（ごんのぐうじ）

宮司の代理。
会社でいう副社長。

禰宜
（ねぎ）

古来は「祈祷を行う者」
の意。宮司を補佐し権
禰宜以下をまとめる。
会社でいう常務~課長。

権禰宜
（ごんのねぎ）

宮司以下の指示を受け、
シャムに従事する。
会社でいう主任~社員。
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し
ま
し
た
。
総
社
は
国
内
の
有
力
神
社
の
祭
神
を
勧
請
し
て
祀
り
統
括
し
ま
し
た
。
平
安
時
代
に
国
府
の
近
く
に
総
社
を
設
け
、
そ
こ
を
詣
で

る
こ
と
で
巡
回
を
省
き
簡
略
化
で
き
る
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。
武
蔵
国
に
大
國
魂
（お
お
く
に
た
ま
）神
社
、
常
陸
国
に
は
常
陸
國
總

社
宮
な
ど
各
国
に
設
置
し
た
。
こ
の
制
度
が
で
き
る
前
は
国
司
が
着
任
す
る
と
一
宮
か
ら
三
宮
ま
で
す
べ
て
に
詣
で
ま
し
た
。
一
宮
は
、
原
則

的
に
令
制
国
一
国
（
律
令
制
で
国
府
が
あ
る
）当
た
り
一
社
を
建
前
に
し
た
。
国
内
で
一
番
格
が
高
い
、
国
の
総
鎮
守
で
あ
る
。
認
地
に
赴
い

た
国
司
は
国
内
の
有
力
神
社
を
格
の
高
い
神
か
ら
順
に
巡
拝
す
る
が
、
そ
の
順
序
に
応
じ
一
宮
以
下
、
二
宮
、
三
宮
と
さ
れ
た
。
浅
間
神
社

（
甲
斐
国
）
、
寒
川
神
社
（相
模
国
）、
氷
川
神
社
（武
蔵
国
）、
住
吉
大
社
（摂
津
国
）
、
出
雲
大
社
（出
雲
国
）な
ど
が
一
宮
の
格
付
け
に
な
っ

た
。 

 ◆
神
社
の
建
築 

 
 

神
社
の
建
築
様
式
は
様
々
で
す
の
で
、
参
照
資
料1-4,1

-5

を
用
い
て
代
表
的
な
神
社
を
捉
え
て
解
説
を
加
え
ま
す
。
ま
ず
、
神
社
に
限

ら
ず
日
本
建
築
の
屋
根
の
形
式
と
入
口
の
向
き
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
代
表
的
な
屋
根
の
構
造
は
切
妻
（き
り
づ
ま
）
造
、
寄
棟
（よ
せ
む
ね
）

造
、
入
母
屋
（い
り
も
や
）造
、
方
形(
ほ
う
け
い)

造
が
あ
る
。
切
妻
造
は
本
を
伏
せ
た
よ
う
な
形
で
最
も
一
般
的
な
構
造
、
寄
棟
造
は
四
方
向

へ
の
葺
き
下
し
の
構
造
、
入
母
屋
造
は
切
妻
造
に
庇
（ひ
さ
し
）を
付
け
た
構
造
を
持
つ
。
そ
し
て
、
建
物
への
入
り
口
は
切
妻
造
を
例
に
と
る

と
、
切
妻
部
に
あ
る
も
の
を「
妻
入
り
」と
い
い
、
棟
に
あ
る
の
を「
平
入
り
」と
い
う
。
神
社
の
建
築
様
式
で
代
表
的
な
三
様
式
を
挙
げ
て
お
き

ま
す
。 

 

「
大
社
造
」は
出
雲
大
社
の
建
築
様
式
で
、

神
社
建
築
の
基
本
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
大
社

造
の
構
造
は
注

掘
立
柱
（
ほ
っ
た
て
ば
し
ら
）、

切
妻
造
、
屋
根
の
妻
側
か
ら
入
る「
妻
入
り
」

で
す
が
、
妻
入
り
の
入
口
が
中
央
か
ら
ず
れ

る
非
対
称
形
を
有
し
ま
す
。
注
）建
物
の
柱
を

敷
石
は
な
く
直
接
埋
め
込
ん
だ
柱
を
言
い
、
最
も
原

始
的
な
立
て
方
で
す
。
こ
の
流
れ
で
、「
住
吉
造
」

（住
吉
神
社
）・「
春
日
造
」（春
日
大
社
）
が
あ

り
ま
す
。 

 

「
神
明
造
（し
ん
め
い
づ
く
り
）」は
伊
勢
神

出典：ウィキペディア）

参照資料1-4：屋根の代表構造

妻入り

平入り

参照資料1-5：神社の建築様式（基本形）

熊野造（熊野本宮）

切妻造 入母屋造

神明造

大社造

出典：ウィキペディア）

第1殿第2殿第3殿 第4殿
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宮
の
建
築
様
式
で
す
。
伊
勢
神
宮
が
出
来
て
か
ら
は
天
照
大
神
を
祀
る
神
社
の
基
本
形
で
す
。
神
明

造
の
構
造
は
、
掘
立
柱
、
切
妻
造
、
平
側
（棟
側
）
か
ら
入
る「
平
入
り
」で
す
。
の
ち
に
、
平
入
り
側
の

屋
根
を
長
く
流
し
た
変
形
の「
流
造
（な
が
れ
づ
く
り
）」が
現
れ
る
。 

 

熊
野
三
山
は
三
所
権
現
、
十
二
所
権
現
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
造
化
（ぞ
う
か
）三
神
を
は
じ
め
と
し

て
多
く
の
大
和
誕
生
ま
で
の
祖
神
を
ほ
ぼ
す
べ
て
を
祀
る
神
社
で
す
。
記
紀
の
神
代
（か
み
よ
）の
神

社
形
式
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（参
照
資
料1-6

）熊
野
本
宮
大
社
の
建
築
構
造
は
、
第
一
・二
殿
は

入
母
屋
造
、
第
三
・四
殿
は
正
面
切
妻
造
向
拝
付
、
背
面
入
母
屋
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
熊
野
造
り

は
大
社
造
と
神
明
造
り
の
混
在
に
な
る
。
ど
ち
ら
が
先
で
あ
っ
た
か
は
考
慮
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。 

 

神
社
の
境
内
を
出
雲
大
社
か
ら
引
用
し
て
解
説
し
ま
し
ょ
う
（参
照
資
料1-6

）。
境
内
と
い
う
の

は
神
社
の
敷
地
で
す
。
境
内
の
外
は
一
般
社
会
で
す
。
こ
の
間
を
仕
切
る
の
が
荒
垣
（あ
ら
が
き
）で

す
。
荒
垣
は
神
社
の
外
側
を
囲
う
目
の
粗
い
垣
根
を
用
い
る
こ
と
で
荒
垣
と
言
わ
れ
ま
す
。
荒
垣
内

は
神
域
（境
内
）で
す
。
荒
垣
の
内
側
に
瑞
垣
（み
ず
が
き
）が
あ
り
ま
す
。
瑞
垣
は
本
殿
を
囲
む
垣

根
で
す
。
一
般
的
に
摂
社
は
こ
の
瑞
垣
内
に
置
か
れ
ま
す
。
末
社
は
荒
垣
と
瑞
垣
の
間
の
境
内
に
置

か
れ
ま
す
。
瑞
垣
の
内
側
に
玉
垣
（
た
ま
が
き
）が
あ
り
ま
す
。
神
殿
を
囲
む
垣
根
で
す
。
神
殿
に
は

祭
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
か
ら
、
魂
垣
（た
ま
が
き
）と
も
い
わ
れ
ま
す
。 

  

 

第
二
話 

熊
野
詣
の
由
来 

 

平
安
時
代
に
浄
土
教
信
仰
が
流
行
し
て
か
ら
熊
野
詣
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。「
権
現
（ご
ん
げ
ん
）
様
」と
愛
称
さ
れ
る
。
な
ぜ
、
熊
野
信
仰

が
浸
透
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
由
来
を
時
代
背
景
も
踏
ま
え
て
捉
え
て
み
ま
す
。
霊
場
熊
野
は
、
熊
野
本
宮
（ほ
ん
ぐ
う
）
大
社
（本
宮
）、
熊

野
速
玉
（
は
や
た
ま
）大
社
（
新
宮
）、
熊
野
那
智
（
な
ち
）
大
社
（那
智
）、
青
岸
渡
寺
（
せ
い
が
ん
と
じ
）、
補
陀
落
山
寺
（
ふ
だ
ら
く
さ
ん
じ
）の

三
社
・二
寺
で
構
成
さ
れ
ま
す
。
こ
の
三
社
に
存
在
す
る
神
と
そ
の
時
代
の
仏
教
の
影
響
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
、
神
仏
習
合
の
典
型
的
な
信
仰
を

作
り
だ
し
て
い
ま
す
。
熊
野
信
仰
を
捉
え
る
に
は
こ
の
神
と
仏
教
の
二
面
性
か
ら
熊
野
信
仰
を
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

平
安
時
代
の
仏
教
は
、
末
法
思
想
に
よ
る
不
安
の
広
が
り
と
そ
の
不
安
を
救
う
浄
土
信
仰
の
ひ
ろ
が
り
が
あ
り
ま
す
。「
末
法
思
想
」と
は
、

参照資料1-6：神社構成配置図（出雲大社例）

みずがき（本殿を
囲む垣根）

荒垣の内側が境内

たまがき（神殿
を囲む垣根）

瑞垣内は
摂社が多い

大国
主命5神

末
社 末

社

注：伊勢神宮では「瑞垣」と「玉垣」が出雲大社とあべこべ

出典：ウィキペディア）
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釈
迦
の
死
後
二
〇
〇
〇
年
後
に
こ
の
世
の
終
わ
り
が
来
る
と
い
う
仏
教
の
歴
史
観
で
一
〇
五
一
年
が
末
法
の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

平
安
の
後
期
か
ら
末
法
の
世
界
に
あ
り
、
鎌
倉
時
代
は
末
法
の
世
界
に
な
る
。
末
法
の
期
間
は
釈
迦
が
五
十
六
億
七
千
年
後
に
再
来
す
る

ま
で
続
き
ま
す
。
そ
の
た
釈
迦
不
在
の
時
間
を
補
う
た
め
釈
迦
の
代
行
と
し
て
地
蔵
菩
薩
が
遣
わ
さ
れ
ま
し
た
。
地
蔵
菩
薩
は
、「
お
地
蔵

さ
ん
」の
愛
称
で
知
ら
れ
ま
す
が
、「
大
地
が
全
て
の
命
を
育
む
力
を
蔵
す
る
よ
う
に
、
苦
悩
の
人
々
を
、
そ
の
無
限
の
大
慈
悲
の
心
で
包
み
込

み
、
救
う
所
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
。
」と
さ
れ
る
。 

 

そ
こ
に
、
法
然
の「
浄
土
宗
」
が
誕
生
す
る
。
法
然
は「
南
無
阿
弥
陀
仏
」と
念
仏
を
唱
え
れ
ば
、
誰
で
も
極
楽
往
生
が
約
束
さ
れ
る
と
説

く
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
、「
南
無
」
が
帰
依
（き
え
）す
る
と
い
う
意
味
で
す
の
で
、「
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
し
ま
す
」と
称
名
す
る
だ
け
で
あ

り
、
称
名
念
仏
と
言
わ
れ
る
。
出
家
し
て
僧
侶
に
な
る
必
要
も
な
い
、
修
行
も
必
要
な
い
た
め
、
庶
民
に
と
っ
て
受
け
入
れ
易
い
画
期
的
な
宗

教
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
に
お
け
る
称
名
念
仏
の
元
祖
と
言
わ
れ
る
。 

浄
土
宗
と
は
、
現
世
利
益
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
浄
土
（＝
仏
の
住
む
苦
し
み
の
な
い
世
界
）への
往
生
（＝
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
）を

求
め
る
こ
と
で
、
現
世
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
説
く
教
え
で
あ
る
。「
厭
離
穢
土
・欣
求
浄
土
（お
ん
り
え
ど
・ご
ん
ぐ
じ
ょ
う
ど
）」と
説

く
。
こ
の
意
味
は「
苦
悩
の
多
い
穢
れ
た
こ
の
世
（穢
土
）を
厭
（い
と
）い
離
れ
た
い
と
願
い
、
心
か
ら
欣
（よ
ろ
こ
）ん
で
清
涼
な
浄
土
（仏
国
）を

冀
（こ
い
ね
が
）
う
」と
い
う
教
え
で
あ
る
。
そ
の
極
楽
浄
土
が
熊
野
に
あ
る
と
い
う
。
熊
野
は
ま
さ
に
注

神
仏
習
合
の
地
な
の
で
す
。
（注
）
神
道

(

し
ん
と
う)

信
仰
と
仏
教
信
仰
と
を
融
合
調
和
す
る
こ
と 

 

熊
野
は
、
海
彼
常
世
（
か
い
ひ
と
こ
よ
）の
接
点
の
地
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
海
彼
と
は
、
海
の
か
な
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
海
の
か
な

た
の
常
世
（天
竺
を
指
す
ら
し
い
）への
接
点
で
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
確
か
に
、
熊
野
の
地
は
本
州
で
は
最
南
端
に
あ
る
こ
と
で
黒
潮

に
乗
っ
て
異
な
る
世
界
の
も
の
が
届
き
、
常
世
と
の
接
点
と
し
て
捉
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
那
智
大
社
が
あ
る「
那
智
」は
観
世
音
菩

薩
の
住
ま
う
「
補
陀
落
（ふ
だ
ら
く
）浄
土
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。
補
陀
落
浄
土
と
は
、
那
智
の
南
方
に
あ
る
観
音
様
（千
手
観
音
）の
い
ら
っ
し

ゃ
る
補
陀
落
浄
土
で
す
。
そ
の
他
に
も
阿
弥
陀
様
の
西
方
極
楽
浄
土
、
薬
師
如
来
の
浄
瑠
璃
浄
土
（じ
ょ
う
る
り
じ
ょ
う
ど
）、
お
釈
迦
様
の

霊
山
浄
土
（
り
ょ
う
ぜ
ん
じ
ょ
う
ど
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。
霊
山
は
釈
迦
が
し
ば
し
ば
説
法
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
霊
鷲
山(

り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん)

の

略
称
名
で
す
。《
法
華
経
》
は
霊
鷲
山
で
説
か
れ
た
の
で
，
釈
迦
の
浄
土
と
さ
れ
ま
し
た
。 

 

熊
野
速
玉
神
社
の
あ
る
新
宮
は
薬
師
如
来
の「
東
方
浄
瑠
璃
世
界
」と
み
な
さ
れ
、
熊
野
本
宮
大
社
は「
西
方
極
楽
浄
土
」、
熊
野
那
智
大

社
は「
補
陀
落
浄
土
」と
さ
れ
熊
野
三
山
が
浄
土
だ
っ
た
わ
け
で
す
。 
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熊
野
に
は
仏
教
だ
け
で
な
く
、
熊
野
信
仰
を
高
め
た
も
の
に
神
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
熊
野
三
山
の
自
然
環
境
が
あ
り
ま
す
。
熊
野
は
、

他
界
・異
郷
・常
世
へ
の
出
入
り
口
で
あ
り
、
日
本
一
の
霊
場
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
熊
野
三
山
の
環
境
が
自
然
崇
拝
を
作
り
出
す

環
境
を
有
し
て
い
る
の
で
す
。
熊
野
の
あ
る
紀
伊
半
島
は
大
海
流
の
黒
潮
が
通
り
抜
け
て
行
き
ま
す
。
こ
の
黒
潮
に
乗
っ
て
、
見
た
こ
と
も
な
い

文
物
や
人
々
が
渡
来
し
て
き
た
こ
と
か
ら
黒
潮
信
仰
が
生
ま
れ
ま
す
。
黒
潮
信
仰
は
海
の
か
な
た
か
ら
漂
着
す
る
稀
人
神
（ま
れ
ひ
と
か
み
）

の
観
想
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
海
彼
常
世
（か
い
ひ
と
こ
よ
）と
の
接
点
の
地
と
し
て
常
世
信
仰
を
生
み
ま
し
た
。
か
く
し
て
、
徐
福

（
じ
ょ
ふ
く
）
伝
説
、
伊
邪
那
美
尊
（
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
）の
葬
送
伝
承
（書
紀
）、
少
彦
名
命
（ス
ク
ナ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
）の
常
世
行
き
が
作
ら
れ
ま

し
た
。 

速
玉
大
神
（
ハ
ヤ
タ
マ
オ
オ
カ
ミ
）を
主
神
と
し
て
祀
る
熊
野
速
玉
大
社
（新
宮
）は
、
熊
野
川
が
海
に
注
ぐ
南
岸
に
あ
り
、
黒
潮
洗
う
太
平

洋
に
面
し
て
い
た
た
め
海
外
よ
り
の
渡
来
者
が
多
く
、
常
世
伝
説
が
残
っ
て
い
る
。
新
宮
に
伝
わ
る「
御
船
祭
（み
ふ
ね
さ
い
）」は
神
の
鎮
座
を

思
わ
せ
る
例
祭
で
あ
り
、
先
進
技
術
を
持
っ
た
渡
来
人
が
住
み
着
き
地
盤
を
固
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
武
天
皇
の
故
事
で
名
高
い
神
倉
山

（
か
み
く
ら
や
ま
）
の
峙
立
（そ
ば
だ
ち
）も
霊
地
と
し
て
の
想
い
を
高
め
た
。 

夫
須
美
大
神
（
フ
ス
ミ
オ
オ
カ
ミ
）
を
主
神
と
す
る
熊
野
那
智
大
社
（那
智
）
は
、
祭
神
組
織
が
成
立
す
る
以
前
か
ら
美
し
い
那
智
の
滝
で
名

高
く
、
こ
の
瀑
布
を
ご
神
体
と
仰
ぐ
信
仰
が
発
達
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
は
修
験
と
し
て
滝
行
の
聖
地
に
な
っ
て
い
く
。 

家
都
美
御
子
大
神
（
ケ
ツ
ミ
ミ
ノ
コ
ノ
オ
オ
カ
ミ
）を
主
神
と
す
る
熊
野
本
宮
大
社
（本
宮
）に
は
、
熊
野
川
・音
無
川
・岩
田
川
の
合
流
す
る

巴
ケ
淵
（と
も
が
ふ
ち
）
の
あ
た
り
の
大
斎
原
（お
お
ゆ
の
は
ら
）が
注

幽
邃
（ゆ
う
す
い
）の
地
で
あ
り
、
修
験
道
の
聖
地
で
あ
る
大
峰
・吉
野
への

入
り
口
で
も
あ
っ
た
。
（
注
）
景
色
な
ど
が
奥
深
く
て
物
静
か
な
こ
と
。 

 
 

ま
さ
に
、
熊
野
三
山
は
自
然
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
が
神
を
有
し
、
修
験
道
の
発
達
に
よ
っ
て
、「
本
宮
と
大
峰
修
行
」、「
新
宮
と
神
倉
修
」、

「
那
智
と
滝
修
行
」と
い
う
修
験
道
の
霊
地
と
な
っ
た
所
以
は
熊
野
三
山
の
自
然
環
境
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

熊
野
三
山
は
神
と
仏
が
存
在
す
る
霊
地
で
す
が
、
熊
野
信
仰
を
高
め
た
も
の
に
平
安
後
期
（十
一
世
紀
末
）か
ら
盛
ん
に
な
っ
た「
熊
野
詣
」

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
代
表
が
上
皇
・法
王
の
御
幸
（ご
こ
う
）で
す
。
こ
の
熊
野
御
幸
の
上
位
に
は
鳥
羽
上
皇
（二
十
一
回
）、
後
白
河
上
皇
（三

十
四
回
）
、
後
鳥
羽
上
皇
（二
十
八
回
）
が
あ
り
、
九
名
の
上
皇
・法
王
が
実
践
さ
れ
て
い
ま
す
。
京
か
ら
陰
陽
師
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
御
幸
時

期
が
決
定
さ
れ
、
約
八
百
名
の
従
者
を
引
き
連
れ
一
か
月
半
ほ
ど
の
行
程
で
往
復
す
る
大
行
事
で
す
。
後
白
河
上
皇
が
注

梁
塵
秘
抄
（り
ょ

う
じ
ん
ひ
し
ょ
う
）
に
、「
熊
野
へ参
る
に
は
、
紀
路
と
伊
勢
路
の
ど
れ
近
し
、
ど
れ
遠
し
、
広
大
慈
悲
の
道
な
れ
ば
、
紀
路
と
伊
勢
路
も
遠
か
ら

じ
」と
い
う
歌
を
残
し
て
い
ま
す
。
（
注
）
平
安
時
代
末
期
に
編
ま
れ
た
歌
謡
集
。
今
様
歌
謡
（
流
行
歌
の
よ
う
な
も
の
）
の
集
成
。
登
場
す
る
の
は
遊
女
、
傀
儡

子
、
博
徒
、
修
験
僧
な
ど
秩
序
の
外
側
に
生
き
る
人
々
だ
っ
た
。
編
者
は
後
白
河
法
皇
。 
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こ
の
影
響
を
受
け
て
、
京
（
み
や
こ
）で
は
院
・宮
・権
門
（け
ん
も
ん
）、
勢
家
（せ
い
け
）への
信
仰
が
広
ま
り
、
さ
ら
に
武
家
、
庶
民
へ普
及
し

て
い
き
ま
し
た
。
権
門
・
勢
家
と
は
権
力
や
勢
力
の
あ
る
家
柄
の
こ
と
で
す
。 

 

第
三
話 
熊
野
権
現 

 

熊
野
三
山
は
、
日
本
の
神
社
の
中
で
も
最
も
古
い
神
々
を
祀
る
。
記
紀
で
い
う
造
化
三
神
（ぞ
う
か
さ
ん
し
ん
）や
神
代
七
代
（か
み
よ
な
な

よ
）
の
神
々
で
あ
る
。
記
紀
で
そ
の
祖
神
に
熊
野
の
神
々
を
記
載
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
熊
野
の
神
々
に
は
日
本
の
祖
神
が
居
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
熊
野
三
山
の
社
殿
構
成
と
祭
神
か
ら
調
べ
て
み
よ
う
。 

 ◆
熊
野
三
山
社
殿
構
成
と
神
々 

熊
野
権
現
は
熊
野
三
所
権
現
、
熊
野
十
二
所
権
現
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
祭
神
を
祀
る
社
、
熊
野
三
山
の
社
殿
は
中
核
に
な
る
三
所
権
現
、

そ
し
て
関
係
祭
神
を
含
め
た
十
二
所
権
現
か
ら
な
る
。
建
築
様
式
は
平
入
、
妻
入
り
そ
し

て
入
母
屋
、
切
り
妻
造
が
混
在
す
る「
熊
野
造
」で
あ
る
。
熊
野
三
山
の
権
現
は
熊
野
本
宮

大
社
が
現
在
地
に
四
柱
、
旧
社
地
大
斎
原
（お
お
ゆ
の
は
ら
）に
八
柱
の
十
二
柱
。
新
宮
に

あ
る
熊
野
速
玉
大
社
は
十
二
柱
（十
二
所
権
現
）、
那
智
に
あ
る
熊
野
那
智
大
社
は
一
柱

が
加
わ
り
十
三
所
権
現
で
あ
る
。
祭
神
の
中
心
に
あ
る
熊
野
三
所
権
現
と
は
、
家
都
美
御

子
（ケ
ツ
ミ
ミ
コ
）大
神
（本
地
仏
：阿
弥
陀
如
来
）、
速
玉
（
ハ
ヤ
タ
マ
）
大
神
（本
地
仏
：薬
師

如
来
）、
夫
須
美
（フ
ス
ミ
）
大
神
（本
地
仏
：千
手
観
音
）の
三
神
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
が
熊

野
三
社
の
主
祭
神
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
速
玉
大
神
は
速
玉
大
社
の
主
祭
神
、
夫
須
美
大
神

は
那
智
大
社
の
主
祭
神
、
家
都
美
御
子
大
神
は
本
宮
大
社
の
主
祭
神
で
あ
る
。 

 

参
照
資
料1-7

の
左
上
か
ら
右
に
速
玉
大
神
、
夫
須
美
大
神
、
家
都
美
御
子
大
神
で
あ

る
。
速
玉
大
神
と
夫
須
美
大
神
は
そ
の
堂
々
と
し
た
風
貌
か
ら
、
そ
の
地
に
根
差
し
た
首

長
夫
婦
の
よ
う
に
見
え
る
。
図
表
の
左
下
に
国
常
立
尊
（ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
）像
が
あ

る
。
国
常
立
尊
を
除
く
こ
の
三
体
は
製
作
時
期
が
九
世
紀
で
、
彫
刻
技
術
が
同
じ
で
あ
り

同
一
の
彫
刻
師
の
制
作
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
三
体
が
速
玉
大
社
の

主
祭
殿
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
親
子
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
国
常

国常立命像

参照資料1-7：熊野三神と国常立命

出典：ウィキペディア）
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立
尊
と
は
記
紀
に
言
う
神
代
七
代
（
か
み
よ
な
な
よ
）の
最
初
の
神
の
名
前
で
あ
る
（コ
ラ
ム
参
照
）。
家
都
美
御
子
大
神
は
本
宮
の
主
祭
神
で

第
三
殿
に
鎮
座
す
る
神
で
あ
る
が
、
彫
刻
時
期
は
十
世
紀
で
彫
刻
技
術
も
異
な
り
、
後
付
け
の
神
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
る
。 

こ
れ
ら
の
神
が
鎮
座
す
る
熊
野
三
山
の
社
殿
構
成
を
見
て
み
よ
う
。 

 

熊
野
三
山
の
権
現
の
社
殿
配
置
を
見
て
い
く
と
速
玉
大
社
が
最
も
整
然
と
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
速
玉
大
神
を
主
催
神
と
す

る
速
玉
大
社
を
基
本
に
、
社
殿
配
置
と
熊
野
十
二
所
権
現
の
祭
神
と
関
係
づ
け
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

① 

熊
野
速
玉
大
社 

 

熊
野
速
玉
大
社
の
主
祭
神
は
速
玉
大
神
で
す
。
第
二
殿
が
祭
神
の
坐
（い
）ま
す
速
玉
宮
で
あ
り
、
注

本
地
仏
は
薬
師
如
来
を
祭
り
ま
す
。

拝
殿
は
そ
の
社
殿
の
前
に
あ
り
、
そ
こ
に
速
玉
大
神
が
鎮
座
し
ま
す
（参
照
資
料1-8-

①
、1-9

）。
（
注
）
聖
徳
太
子
に
よ
り
発
布
さ
れ
た
神
仏
習
合

は
神
は
仏
の
仮
の
姿
と
い
う
本
地
垂
迹
説
を
と
り
ま
す
。
こ
の
仏
を
本
地
仏
と
い
い
ま
す
。 

左
隣
の
本
殿
の
第
一
殿
（①
）は
結
宮
（む
す
び
の
み
や
）で
、
夫
須
美
大
神
が
祭
神
で
本
地
仏
と
し
て
千
手

観
音
を
祀
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
記
紀
で
は
、
伊
邪
那
岐
神
が
伊
邪
那
美
神
に
黄
泉
（よ
み
）の
世
界
で
会

っ
て
逃
げ
帰
る
と
き
、
黄
泉
の
世
界
か
ら
黄
泉
比
良
坂
（よ
も
ひ
ら
ざ
か
）
で
吐
い
た
唾
か
ら
成
っ
た
神
と
し

て
、
速
玉
之
男
神
を
挙
げ
、
夫
須
美
大
神
を
伊
邪
那
美
神
が
火
神
の
火
之
迦
具
土
神
（
ヒ
ノ
カ
グ
ツ
チ
）を

生
ん
で
ホ
ト
を
大
や
け
ど
し
、
尿
を
し
た
時
に
成
っ
た
生
成
の
神
と
し
て
記
述
し
て
い
ま
す
。「
夫
須
美
（フ

ス
ミ
）」は「
久
須
毘
（ク
ス
ビ
）」と
も
い
い
、「
奇
火
（く
す
ひ
）」の
こ
と
で
、
火
の
神
を
表
す
。
速
玉
大
社
の

本
殿
の
主
祭
神
は
何
か
伊
邪
那
岐
と
伊
邪
那
美
の
神
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。 

 

第
三
殿
は
証
誠
（し
ょ
う
じ
ょ
う
）
殿
で
、
祭
神
は
国
常
立
尊
（ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ト
）で
あ
り
、
本
地
仏

は
阿
弥
陀
如
来
で
す
。
記
紀
に
よ
れ
ば
、
国
常
立
尊
は
日
本
国
が
永
久
に
立
ち
続
け
る
役
割
を
持
つ
神
代

七
代
の
最
初
の
神
と
し
て
記
述
さ
れ
ま
す
。
速
玉
大
神
の
若
宮
（跡
継
ぎ
の
宮
を
い
う
）を
思
わ
せ
ま
す
。

第
四
殿
以
降
は
三
山
と
も
に
本
宮
に
若
干
異
な
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
祭
神
が
祀
ら
れ
ま
す
。

概
略
を
記
述
し
て
お
き
ま
す
。 

第
四
殿
は
若
宮
で
、
祭
神
は
天
照
大
神
で
す
。
天
照
大
神
は
皇
室
の
祖
神
で
、
日
本
国
民
の
総
氏
神
で

あ
り
、
イ
ザ
ナ
ギ
・イ
ザ
ナ
ミ
ノ
尊
の
若
宮
で
す
。
若
宮
と
は
親
王
家
の
世
継
ぎ
を
祭
っ
た
社
を
い
い
ま
す
。 

 

第
五
殿
は
禅
師
宮
（ぜ
ん
じ
の
み
や
）で
、
祭
神
は
天
忍
穂
耳
尊
（ア
マ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
）
で
す
。
天

照
大
神
の
子
で
、
ス
サ
ノ
オ
と
の
誓
約
（う
け
い
）で
成
る
神
で
す
。 

参照資料1-8-①：熊野速玉大社社殿配置図

出典：ウィキペディア）
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第
六
殿
は
聖
宮
（
ひ
じ
り
の
み
や
）で
、
祭
神
は
瓊
瓊
杵
尊

（ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
）で
す
。
天
忍
穂
耳
命
の
子
で
、
天
照
大
神
の

孫
に
あ
た
り
、
天
孫
降
臨
で
葦
原
中
国
（
あ
し
は
ら
な
か
こ

く
）に
降
り
て
く
る
神
で
す
。 

 

第
七
殿
は
児
宮
（
ち
ご
の
み
や
）で
、
祭
神
は
彦
火
火
出
見

尊
（ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ノ
ミ
コ
ト
）で
す
。
瓊
瓊
杵
尊
と
木
花
之
佐
久

夜
毘
売
（コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
）の
子
で「
山
幸
彦
（ヤ
マ
サ
チ
ヒ

コ
）」と
も
い
い
ま
す
。 

 

第
八
殿
は
子
守
宮
で
、
祭
神
は
鵜
葺
草
葺
不
合
尊
（ウ
ガ
キ

フ
キ
ア
エ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
）で
す
。
彦
火
火
出
見
尊
（山
幸
彦
）と
豊

玉
姫
命
の
子
で
豊
玉
姫
の
妹
の
玉
依
姫
を
后
に
し
、
イ
ワ
レ
ビ

コ
ノ
尊
（後
の
神
武
天
皇
）を
生
み
ま
す
。 

 

第
九
殿
は
一
万
・十
万
宮
（い
ち
ま
ん
・じ
ゅ
う
ま
ん
み
や
）

で
祭
神
は
国
挟
槌
尊
（ク
ニ
ノ
サ
ヅ
チ
ノ
ミ
コ
ト
）と
豊
斟
渟
尊

（ト
ヨ
ク
ム
ネ
ノ
ミ
コ
ト
）、
こ
の
二
神
は
神
代
七
代
の
二
番
目
、

三
番
目
の
神
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ「
土
」と「
雲
」を
神
格
化
し
た

神
と
言
わ
れ
ま
す
。
（
コ
ラ
ム
参
照
） 

 

第
十
殿
は
勧
請
（
か
ん
じ
ょ
う
）
十
五
所
と
い
い
、
熊
野
に
関

係
の
あ
る
祭
神
の
十
五
か
所
を
勧
請
し
た
宮
で
、
祭
神
は
泥

土
煮
尊
（ウ
イ
ジ
ニ
ノ
ミ
コ
ト
）で
す
。
神
代
七
代
の
第
四
神
。

沙
土
煮
尊
（ス
イ
ジ
ニ
ノ
ミ
コ
ト
）と
と
も
に
な
る
男
女
神
で
、

泥
と
砂
の
神
。
（
コ
ラ
ム
参
照
） 

 
第
十
一
殿
は
飛
行
夜
叉
（ひ
ぎ
ょ
う
や
し
ゃ
）で
護
法
善
神

と
し
て
天
狗
を
祀
る
と
い
わ
れ
る
宮
と
言
わ
れ
ま
す
。
祭
神

は
大
戸
之
道
尊
（オ
オ
ト
ノ
ジ
ノ
ミ
コ
ト
）で
す
。
神
代
七
代
の

第
五
神
。
大
苫
辺
尊
（オ
オ
ト
マ
ベ
）
と
と
も
に
な
る
男
女
神
で

参照資料1-9：伊邪那美神の死出の前後の「神生み」（古事記）

建
御
雷
神
（雷
の
神
）

出典： 「古事記」 （竹田恒泰著、学研）

金
山
毘
古
神
（鉱
山
の
神
）

（か
な
や
ま
び
こ
）

火
神
＝
火
之
迦
具
土
神

（ひ
の
か
ぐ
つ
ち
）

嘔
吐
物
か
ら
成
っ
た
神

金
山
毘
売
神
（鉱
山
の
女
神
）

（か
な
や
ま
び
め
）

波
邇
夜
須
毘
古
神
（土
の
神
）

（は
に
や
す
び
こ
）

大
便
か
ら
成
っ
た
神

波
邇
夜
須
毘
売
神
（土
の
女
神
）

（は
に
や
す
び
め
）

弥
都
波
能
売
神
（水
の
女
神
）

（み
つ
は
の
め
）

尿
か
ら
成
っ
た
神

和
久
産
巣
日
神

（生
成
の
神
）（わ
く
む
す
び
）

豊
宇
気
毘
売
神
（穀
物

の
神
）（と
よ
う
け
び
め
）

剣
先
の
血
が
岩
に

走
り
付
い
て
三
柱

（岩
と
剣
の
神
）

剣
先
の
血
が
岩
に

飛
び
散
っ
て
三
柱

甕
速
日
神
（火
の
神
）

み
か
は
や
ひ

樋
速
日
神
（剣
の
神
）

ひ
は
や
ひ

火
之
迦
具
土
神
の
体

か
ら
八
柱

（山
の
坂
、
山
の
奥
2
、
山
の

谷
、
端
に
あ
る
山
2
、
山
の

原
、
山
の
入
り
口
）

剣
の
柄
の
血
が
指
か
ら

あ
ふ
れ
て
二
柱
（
滝
と
水
の
神
）

闇
御
津
羽
神
（く
ら
み
つ
は
の
か
み
）

闇
龗
神
（く
ら
お
か
み
の
か
み
）

伊
邪
那
美
神
か
ら
成
っ
た
神

神名の「ウケ」は
食物のことで、
食物・穀物を司
る女神である

石
裂
神
（い
わ
さ
く
の
か
み
）

根
裂
神
（ね
さ
く
の
か
み
）

石
筒
之
男
神

（い
わ
つ
つ
の
お
の
か
み
）

石筒之男神が子
に経津主神

高龗神（たかおがみ）

伊
邪
那
岐
神
か
ら
成
っ
た
神

黄泉の国に行く前 黄泉比良坂

吐
い
た
唾
か
ら
成
っ
た
神

唾
を
掃
き
払
っ
て
成
っ
た
神

泉
津
事
解
之
男
神

（よ
も
つ
こ
と
さ
か
つ
の
お
の
か
み
）

速
玉
之
男
神

（は
や
た
ま
の
お
の
か
み
）

十拳剣で三つに
切って成る神
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所
や
大
地
、
生
殖
器
の
神
と
言
わ
れ
ま
す
。
（
コ
ラ
ム
参
照
） 

 
第
十
二
殿
は
米
持
金
剛
（め
い
じ
こ
ん
ご
う
）で
、
護
法
善
神
と
し
て
の
宮
と
し
て
毘
沙
門
天
を
本
地
仏
に
し
て
い
る
。
祭
神
は
面
足
尊
（オ
モ

ダ
ル
ノ
ミ
コ
ト
）で
神
代
七
代
の
第
六
神
。
惶
根
尊
（カ
シ
コ
ネ
）と
と
も
に
な
る
男
女
神
で
容
姿
や
大
地
が
整
っ
た
こ
と
を
表
す
神
で
は
な
い
か

と
言
わ
れ
る
。 

社
殿
を
調
べ
て
い
く
と
、
記
紀
で
祖
神
と
し
て
あ
ら
わ
す
神
々
の
総
出
演
で
あ
る
。
ま
た
、
三
山
の
歴
史
的
経
緯
も
見
え
て
く
る
。
熊
野
三
山

の
神
は
速
玉
大
神
と
夫
須
美
大
神
の
夫
婦
が
基
に
あ
り
、
神
代
七
代
か
ら
イ
ワ
レ
ビ
コ
の
前
ま
で
の
神
が
祭
神
に
な
っ
て
い
る
。
三
所
権
現
の
も

う
一
人
の
家
都
美
御
子
大
神
は
本
地
仏
が
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
、
衆
生
を
極
楽
浄
土
へ導
か
れ
る
如
来
様
と
い
う
こ
と
で
仏
教
信
仰
の
中
心

に
あ
る
。
仏
教
信
仰
の
広
が
り
か
ら
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。 

 ②
熊
野
那
智
大
社 

熊
野
那
智
大
社
の
主
祭
神
は
、
第
四
殿
に
祀
ら
れ
る
夫
須
美
大
神
（フ
ス
ミ
オ
オ
カ
ミ
）

で
す
。
第
三
殿
に
速
玉
大
神
（
ハ
ヤ
タ
マ
オ
オ
カ
ミ
）、
第
二
殿
は
家
津
御
子
大
神
（ケ
ツ
ミ
コ

ノ
オ
オ
カ
ミ
）が
鎮
座
し
ま
す
。
こ
の
大
社
に
特
有
な
の
が
第
一
殿
の
瀧
宮
（た
き
の
み
や
）

で
、
祭
神
は
大
己
貴
命
（
オ
オ
ナ
ム
チ
ノ
ミ
コ
ト
）が
加
わ
り
十
三
所
に
な
り
ま
す
。
那
智
大

社
の
み「
瀧
宮
（た
き
の
み
や
）」の
社
殿
を
設
け
第
一
殿
に
し
て
い
る
。
那
智
大
社
で
は
速

玉
大
社
の
第
一
殿
が
第
二
殿
と
な
り
以
降
は
社
殿
が
ひ
と
つ
ず
つ
ず
れ
る
。「
瀧
宮
」と

は
、
那
智
の
滝
（一
の
滝
）を
神
格
化
し
た
も
の
で
祭
神
は
大
己
貴
命
（オ
オ
ナ
ム
チ
ノ
ミ
コ

ト
）に
な
り
ま
す
。
大
己
貴
命
と
は
出
雲
の
国
を
治
め
た
大
国
主
命
の
若
い
時
の
名
前
で
あ

る
。
と
い
う
こ
と
は
出
雲
と
の
関
係
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

第
五
殿
が
天
照
大
神
の
坐
（い
）ま
す「
若
宮
」で
す
。
以
上
の
五
殿
が
上
五
社
と
言
わ
れ
る

主
要
祭
神
で
す
。
そ
の
他
八
神
は
八
社
殿
と
し
て
同
じ
社
に
同
居
す
る
相
殿
（あ
い
で
ん
）

に
な
り
ま
す
。
祀
ら
れ
る
神
は
速
玉
大
社
の
第
五
殿
か
ら
第
十
二
殿
ま
で
の
神
と
同
じ
で

す
。
第
一
殿
に
瀧
宮
を
据
え
た
の
は
修
験
道
の
広
が
り
を
反
映
し
た
も
の
で
す
が
、
那
智

大
社
の
第
一
殿
の
祭
神
が
出
雲
の
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
出
雲
の
勢
力
が
熊
野
に
後
か

ら
侵
入
し
て
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。 

 

参照資料1-8-②：熊野那智大社社殿配置図

出典：ウィキペディア）
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③
熊
野
本
宮
大
社 

熊
野
本
宮
大
社
の
主
祭
神
は
、
第
三
殿
に
祭
ら
れ
る
家
津
美
御
子
（ケ
ツ
ミ
ミ
コ
）大
神
で
す
。
第
一
殿
と
第
二
殿
は
そ
れ
ぞ
れ
速
玉
大
神

と
夫
須
美
大
神
、
第
四
殿
は
天
照
大
神
の
坐
ま
す「
若
宮
」で
す
。
社
殿
配
置
を
見
る
と
、
熊
野
本
宮
の
主
祭
神
、
家
都
美
御
子
大
神
は
第

三
殿
の
証
誠
（し
ょ
う
じ
ょ
う
）殿
に
あ
る
が
、
拝
殿
は
相
殿
の
前
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

相
殿
の
第
一
殿
は
夫
須
美
大
神
、
第
二
殿
は
速
玉
大
神
が
祭
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
拝
殿
が

そ
の
前
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
主
祭
神
よ
り
前
に
鎮
座
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
し
ょ
う
。
第
四
殿
ま
で
入
れ
て
上
四
社
と
言
わ
れ
ま
す
。
本
宮
大
社
で
は
第
五
殿
か
ら

第
八
殿
ま
で
を
中
四
社
と
言
い
、
速
玉
大
社
と
祭
神
は
同
じ
で
す
。
し
か
し
、
第
九
殿
か
ら
第

十
二
殿
ま
で
の
下
四
社
は
祭
神
が
本
宮
特
有
の
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
中
四
社
と
下
四
社

は
旧
社
殿
（大
斎
湯
野
原
：
お
お
ゆ
の
は
ら
）に
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

第
九
殿
の
一
万
・十
万
宮
（い
ち
ま
ん
・じ
ゅ
う
ま
ん
み
や
）
で
は
、
祭
神
は
軻
遇
突
智
命
（カ

グ
ツ
チ
ノ
ミ
コ
ト
）、
こ
の
神
は
イ
ザ
ナ
ミ
が
カ
グ
ツ
チ
を
産
む
と
き「
ほ
と
」を
焼
か
れ
、
黄
泉
の

国
へ行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
原
因
を
作
っ
た
神
で
、
火
の
神
に
な
り
ま
す
。 

 
第
十
殿
の
勧
請
十
五
所
（
か
ん
じ
ょ
う
じ
ゅ
う
ご
し
ょ
）の
宮
で
は
、
祭
神
は
稚
産
霊
尊
（ワ
カ

ム
ス
ビ
ノ
ミ
コ
ト)

で
あ
り
、
こ
の
神
の
由
来
は「
ム
ス
ビ
」が
生
成
の
意
味
で
あ
り
、
穀
物
の
生
育

を
司
る
神
を
意
味
し
、
古
事
記
で
は
伊
勢
神
宮
の
下
宮
の
祭
神
豊
受
比
売
（ト
ヨ
ウ
ケ
ヒ
メ
）

を
生
ん
だ
神
と
い
う
。 

 

第
十
一
殿
の
飛
行
夜
叉
（
ひ
ぎ
ょ
う
や
し
ゃ
）の
宮
で
は
、
祭
神
は
弥
都
波
能
売
尊
（ミ
ツ
ハ
ノ

メ
ノ
ミ
コ
ト
）で
あ
り
、
記
紀
に
よ
れ
ば
日
本
に
お
け
る
代
表
的
な
水
の
神
（水
神
）で
、
カ
グ
ツ

チ
を
生
ん
で
陰
部
を
火
傷
し
苦
し
ん
で
い
た
イ
ザ
ナ
ミ
の
尿
か
ら
成
っ
た
神
で
す
。 

 

第
十
二
殿
の
米
持
金
剛
（
め
い
じ
こ
ん
ご
う
）で
は
、
祭
神
は
埴
山
姫
命
（
ハ
ニ
ヤ
マ
ヒ
メ
）で
あ

り
、
肥
料
の
神
と
い
わ
れ
、
カ
グ
ツ
チ
を
生
ん
で
陰
部
に
火
傷
を
し
、
苦
し
ん
で
い
た
伊
邪
那
美
命
が
糞
を
し
た
が
、
そ
の
糞
か
ら
化
生
し
た
神

と
言
わ
れ
る
。
本
宮
大
社
の
下
四
社
は
伊
邪
那
美
尊
の
黄
泉
行
き
に
係
る
神
々
で
生
産
の
神
々
で
も
あ
り
ま
す
。
記
紀
の
祖
神
で
あ
る
伊
邪

那
岐
、
伊
邪
那
美
の
尊
の
影
響
が
か
な
り
濃
厚
に
な
っ
て
き
ま
す
。 

熊
野
権
現
を
勧
請
し
た
各
地
の
神
社
は
、
熊
野
神
社
、
十
二
所
神
社
、
十
三
社
神
社
と
呼
ば
れ
ま
す
。 

 

参照資料1-8-③：熊野本宮大社社殿配置図

注記：本宮は上四杜のみお祀りし、他八社は石祠として
旧社地大斎原（おおゆのはら）にお祀りしている

出典：ウィキペディア
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はじめに 

第1章 「熊野権現の神々」 

 

第2章 「熊野信仰の礎」 

 

第3章 「熊野速玉大社の神々と由来」  

 

第4章 「熊野那智大社の神々と由来」  

 

第5章 「熊野本宮大社の神々と由来」 

おわりに 

                          主な内容                                     


